
 

 

１１月  西小も「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」で！ 

                校長 石塚 昌夫 

◆ 明日から１１月。木々の紅葉、落葉が、秋の深ま 

 りを感じさせるだけでなく、立冬も間近となり、朝 

夕の冷え込みが、一段と身にしみる季節となってま 

いりました。寒暖差が大きい季節の変わり目は、風 

邪をひきやすいだけでなく、近年のような気候の中 

では、夏バテならぬ秋バテにも注意が必要です。子 

供たちだけでなく、保護者・地域の皆様におかれま 

しても、ご自愛いただければと存じます。 

◆ さて、埼玉県では、県民の皆様に教育に関する理 

 解を深めていただくため、平成１５年度から１１月 

 １日を「彩の国教育の日」、１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」としております。「県民の日」 

 のイベントも含め、「自然」「人」「本」「家族」「地域」との「５つのふれあい」をはじめ、体験活動等を 

とおして、子供たちが、豊かな心を醸成する機会への参加に恵まれれば、幸いと考えています。本校でも、 

教育週間の取組の一環として、「音楽のひろば」と銘打っている西小音楽会を明日開催し、明後日に保護 

者の皆様に公開させていただく計画となっています。やむを得ず、入場者数の制限があり、恐縮ではござ 

いますが、ご家族の皆様には子供たちの演奏を鑑賞いただき、感動を共有できたらと存じます。 

◆ 秋は、特に行事が目白押しですが、１０月を見ても、１年生が公園に秋を探しに、２年生は児童館「こ 

どもの城」を見学、３年生はスーパーマーケット見学のほか、バスに乗って県立歴史と民俗の博物館等に 

社会科見学、４年生も利根大堰等へ社会科見学、６年生は陸上競技大会や修学旅行、わかば学級は特別支 

援学級２２校のなかよし交流会に参加し、各学年とも交通安全教室も行いました。また、人権擁護委員さ 

んが来校して、「人権の花」の贈呈式も行われ、栽培委員会の子供たちが代表して対応しました。 

◆ さて、１１月は、埼玉県の「いじめ撲滅強調月間」ですが、こども家庭庁では１１月を「秋のこどもま 

んなか月間」と定め、児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。法律によりますと、児童虐待に 

は、身体的虐待（殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首 

を絞める、縄などにより一室に拘束する等）、性的虐待（子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を 

触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等）、ネグレクト（家に閉じ込める、食事を与えない、 

ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等）、心理的虐待

（言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう、きょ 

うだいに虐待行為を行う等）があります。しつけと称した暴力を受けた末、命を落とす子供も後を絶たな 

いため、親の体罰も法律で禁止されています。「言葉で注意したが、言うことを聞かないので、頬を叩い 

た」とか「宿題をしないので、夕ご飯を与えなかった」という行為は、体罰に相当します。また、「冗談 

でも、「おまえなんか生まれてこなければよかった」と言うなど、子供の存在を否定する」「やる気を出さ 

せるため、きょうだいを引き合いに出してけなす」等も、子供を傷つける行為となります。子育てを担う 

ことは大変なことですが、悩みを周囲に相談しながら、安心感や信頼感、温かな関係による中で、心地よ 

い親子関係を築いていってもらいたいと願っています。 

◆ 先日、久しぶりに、ラグビーの試合を見る機会がありました。ラグビー観戦の魅力には、勇気を出して 

前へ前へと突進していく、体を張って仲間を助けに行く、試合終了の笛が鳴れば、敵味方関係なく、力の 

限りを尽くして戦ったお互いを称え合う、１５人全員で守り、全員で攻める等々があると考えていますが、 

なかでもラグビーでよく使われる合言葉、「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」には、奥深いものがあると思っています。 

私たち職員、保護者、地域も、一人一人が自己の役割と責任を果たす中で、みんなが健全な子供を育てる 

という一つの目的に向かって、ワンチームとなり、邁進していきたいとの思いでおります。今月も、何か

とお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

       コミュニティ・スクール 「素直で 明るく かしこい 西小っ子」の育成 
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埼玉県マスコット「コバトン」  
○１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

埼玉県では、１１月を「いじめ撲滅強調月間」とし、 
いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたり
したら、一人で悩まず、学校や相談・通報窓口に連絡してください。 

○個人面談について 
先日は日程の調整等、ありがとうございました。面談時に、「埼玉県学力・学習状況調査」（４

～6 年）「全国学力・学習状況調査」（６年）、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケー
ト hyper-ＱＵ」（３～６年）の結果、「成長曲線」（２～６年）を返却いたします。 
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○１年生・２年生生活科校外学習  
                     
 
 
 
 
 
 
○３年生社会科見学   
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○なかよし交流会  
  
  
   
 
  
○上尾市小学校陸上競技大会       ○６年生修学旅行 
 
 
 
  

 

 

 

お知らせ 

 １０月１６日（水）に社会科見学に出かけました。

工業団地にある企業では、高所作業車に乗せていただ

くなど、貴重な体験ができました。県立歴史と民俗の

博物館では、「火おこし」体験などをとおして、昔の

人々の知恵や工夫を学びました。 

９・10 月の教育活動 ～秋が深まり、校外での活動が増えています～ 

１０月１９日（木）に、
６年生が上尾市小学校陸上
競技大会に参加しました。 
各自のベスト記録の更新

に向かってチャレンジして
きました。 

 ９月２８日（土）、全校児童が一堂に会して、運動会を開催し
ました。今年は例年以上に厳しい暑さが続き、限られた中での練
習でしたが、子供たちは一生懸命に取り組み、当日を迎えること
ができました。保護者の皆様の温かい声援、ありがとうございま
した。 

１０月２１日（月）に、わかば学級が市民体育
館で行われた「なかよし交流会」に参加しまし
た。秋晴れの中、市民体育館までの行き帰りを、
頑張って歩きました。学校紹介やダンスなどをし
て、他校の友達と交流しました。 

 

１０月４日（金）に、行田市の利根大堰、さきた
ま古墳公園、行田浄水場を見学しました。私たちの
生活に欠かせない水がどのように各家庭に届くのか
を学んだり、県名発祥の地「埼玉（さきたま）」の
古墳群を実際に見たりすることができました。 

１０月２３日（水）、２４
日（木）に、日光に修学旅行
に行きました。   
１日目は華厳の滝や紅葉の

美しい竜頭の滝の見学、中禅
寺湖の遊覧船に乗りました。
２日目は、世界遺産の日光東
照宮などを見学しました。 

 １年生は、１０月９日（水）に、どんぐり山公園、

和泉公園、けやき公園に秋を探しに出かけました。落

ち葉やどんぐりをたくさん拾い、秋を感じることがで

きました。 

 ２年生は、１０月２２日（火）に、児童館こどもの

城、ゆりが丘公園に行きました。こどもの城では、か

らくり人形など、施設の見学をしました。 

  


